
牛田浄水場ほか庁舎清掃業務仕様書 

 

１ 履行場所 

広島市東区牛田新町一丁目８番１号  牛田浄水場（東部管理事務所を含む） 

広島市東区牛田新町一丁目８番６号  水道修理センター 

広島市東区牛田新町一丁目８番１号  水道資料館本館及び別館 

 

２ 清掃場所 

  清掃を行う場所は、別図のとおりとする。 

 

３ 清掃面積及び数量 

  清掃面積及び数量は、別表のとおりとする。 

 

４ 清掃作業内容、回数及び時期等 

  清掃作業内容、回数及び時期等は別表により行うほか、次によるものとする。 

 (1) 日常清掃 

日常清掃に従事する日は、「広島市の休日を定める条例」（平成３年９月２６日条例

第４９号）第１条第１項に規定する市の休日以外の日とする。 

 なお、業務時間については、概ね午前中（８時３０分～１２時）とする。 

ただし、業務の都合上午前中に清掃ができない場合は、別途協議して定めるものと

する。 

(2) 定期清掃 

定期清掃に従事する日は、基本的には「広島市の休日を定める条例」（平成３年９

月２６日条例第４９号）第１条第１項に規定する市の休日とし、日時については別途

協議して定めるものとする。 

(3) マットの設置 

ア 牛田浄水場１階 

西棟北側出入口１枚・西棟西側出入口１枚・西棟管廊入口１枚・東棟北側出入口

１枚・東棟工作室入口１枚・東棟管廊入口１枚 

イ 牛田浄水場２階 

西棟西側出入口１枚・東棟管理室入口（事務所側）１枚・東棟廊下１枚 

ウ 牛田浄水場４階 

東棟ホール入口１枚 

エ 水道資料館本館及び別館 

 正面玄関内側各１枚 

 

５ 業務実施に当たっての留意事項 

(1) 従業員は、受注者名入りの統一した衣服を着用するものとする。 

(2) 従業員には、次の事項を遵守させるものとする。 

ア 品位を保ち、来庁者に対し不快感を与えるような言動をしないこと。 

イ 節度あるきびきびした作業を行うこと。 

ウ 作業中、器具・資材が通行等の妨げとならないよう注意して行うこと。 

エ 休憩は、指定した場所で行い、特に作業の途中で休憩するときは、器具及び資材

を１か所に整頓してから行うこと。 

(3) 作業終了後は、指定した場所に器具及び資材を整理して格納すること。 

(4) 業務に使用する洗剤、ワックスその他の薬品等は、それぞれの材質に適した優良品

を使用するものとし、業務開始前に見本を提出して発注者の承認を得るものとする。 

(5) 表面洗浄・剥離洗浄を実施するときは、受注者において職員用椅子・折りたたみ用



椅子等を必要に応じて、机上へ上げ下しをするものとする。 

(6) 清掃作業で集まったゴミ（塵、屑）は、局の事業ごみ指定袋へ捨てること。 

 

６ 報告事項等 

(1) 受注者は、あらかじめ発注者に対し、現場責任者及び従業員の氏名を報告するもの

とする。なお、現場責任者及び従業員に変更があったときも同様とする。 

(2) 受注者は、契約締結後速やかに年間計画書を、また、前月２５日までに月間計画書

を提出して、それぞれ発注者の承認を受けるものとする。 

(3) 受注者は、業務日誌の前日分を毎日（市の休日又は清掃を行わない日の場合には翌

日）提出し、発注者の確認を受けるものとする。 

(4) 受注者は、市の休日に作業するときは、前月２５日までに牛田浄水場に休日等浄水

場内作業届を提出し、承認を受けるものとする。 

(5) 受注者は、契約締結後速やかに、現場従事者に対し下記全ての検査項目（腸内細菌

及び腸管出血性大腸菌群）について水道法第２１条による健康診断を、保健所等の検

査資格を有する機関で行い、健康診断書を提出すること。その後の検査周期及び検査

項目は下表のとおりとする。検査費用については、物件費に含むものとする。 

  なお、従事者に変更があった場合は、速やかに健康診断書の写しを提出するものとす

る。 

分類 時期 検査項目 

定期 おおむね 6ヶ月毎 

（４月・９月） 

腸内細菌(赤痢菌、パラチフス菌、腸チフス菌、サル

モネラ菌) 

臨時 おおむね 12ヶ月毎 

（４月） 

腸管出血性大腸菌Ｏ－１５７ 

 

  また、感染症が発生した場合又は発生する恐れがある場合、局係員の指示によりその 

 感染症についての健康診断を行い、健康診断書（写し）を提出するものとする。 

 

７ 費用の負担等 

(1) 受注者は、委託業務に必要な限りで、従業員の控室等に発注者の施設の一部を使用

することができるものとする。 

(2) 委託業務を行うために要する費用のうち次のものは、発注者の負担とし受注者は効

率的に使用するよう努めること。 

ア 電気料金、水道料金、下水道使用料及びガス料金 

イ トイレットペーパー及び消毒石鹸液 

ウ 事業ごみ指定袋 

 (3) 委託業務を行うため必要な器具及び資材は、受注者の負担とする。 

 

８ 引継ぎ 

  次期契約時に受注者が変わる場合は、新業者が業務に支障を来さないよう十分な引継

ぎを行わなければならない。 

 

９ その他 

（1） 業務開始までに、仕様書等業務履行にあたって必要な事項を十分熟知した上で業務

を行うこと。 

（2） この仕様書に疑義が生じたとき、又は定めのない事項については、当事者が協議し

て定めるものとする。



 

（別添） 

○広島市の休日を定める条例（平成３年９月２６日条例第４９号） 

 

 (市の休日) 

第１条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わない

ものとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する休日 

(3) １２月２９日から翌年の１月３日までの日(前号に掲げる日を除く。) 

(4) 8月 6日(平和記念日) 

２ 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるもので

はない。 

 

（平４条例５８・一部改正） 

（期限の特例） 

第２条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期 

 間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市 

の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場 

合は、この限りでない。 

 

 



牛田浄水場ほか庁舎清掃業務 別表

牛田庁舎

作 業

回 数
１年当り
作業日数
（R8）

玄関ホール 日常 タイル 床を掃く(除塵) 1 /2日 120 日 122 ㎡ 開庁日隔日で実施

（西棟１階） 床を拭く 1 /2日 120 日 122 ㎡ 開庁日隔日で実施

ホール 日常 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 床を掃く(除塵) 1 /2日 120 日 308 ㎡ 開庁日隔日で実施

（東棟及び西棟各階） 床を拭く 1 /2日 120 日 308 ㎡ 開庁日隔日で実施

（東棟４階除く） 定期 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 10 /年 10 日 308 ㎡ 月１回(9･3月除く)

床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 308 ㎡ ９月､３月実施

ﾊﾞﾙｺﾆｰ・風除室（西棟２階） 日常 ﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 床を掃く(除塵) 1 /2日 120 日 114 ㎡ 開庁日隔日で実施

管廊（１階） ｺﾝｸﾘｰﾄ 床を拭く 1 /2日 120 日 114 ㎡ 開庁日隔日で実施

廊下 日常 タイル 床を掃く(除塵) 1 /2日 120 日 274 ㎡ 開庁日隔日で実施

（２階） 床を拭く 1 /2日 120 日 274 ㎡ 開庁日隔日で実施

階段 日常 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 床を掃く(除塵) 1 /2日 120 日 141 段 階段の段数、開庁日隔日で実施

（東棟及び西棟） 床を拭く 1 /2日 120 日 141 段 　　　〃

定期 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 10 /年 10 日 115 ㎡ 月１回(9･3月除く)

床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 115 ㎡ ９月､３月実施

トイレ 日常 磁器ﾀｲﾙ 床を掃く(除塵) 1 /日 240 日 96 ㎡

（東棟及び西棟） ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ・汚垂石 床を拭く 1 /日 240 日 96 ㎡

ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ 汚物の処理と容器の清掃 1 /日 240 日 6 個 容器の数

衛生陶器を清掃する 1 /日 240 日 39 基 便器の数

洗面台･鏡を清掃する 1 /日 240 日 13 台 洗面台(鏡)の数

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ･石鹸を補充 1 /日 240 日 9 箇所 トイレのか所数

壁面を拭く 1 /日 240 日 236 ㎡ 壁面積

扉を拭く 1 /日 240 日 27 枚 扉の数

定期 磁器ﾀｲﾙ 床を洗剤洗いする 2 /月 24 日 52 ㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 10 /年 10 日 44 ㎡ 月１回(9･3月除く)

床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 44 ㎡ ９月､３月実施
西棟3階・汚泥濃縮槽横（屋外） 日常 吸殻の処理と容器の清掃 1 /日 240 日 2 個 容器の数

浴室 定期 桧縁甲板張り 洗面台、鏡を清掃する 4 /月 48 日 1 台 洗面台（鏡）の数で算出

（西棟１階） ﾊﾞｽﾀﾌﾞ･ｼｬﾜｰ室及び排水口の清掃 4 /月 48 日 1 基 ﾊﾞｽﾀﾌﾞ･ｼｬﾜｰ室の数で算出

床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 6 ㎡

床を拭く 4 /月 48 日 6 ㎡

ロッカー室 定期 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 47 ㎡

（東棟３階・西棟１階） 床を拭く 4 /月 48 日 47 ㎡

床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 10 /年 10 日 47 ㎡ 月１回(9･3月除く)

床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 47 ㎡ ９月､３月実施

大会議室・小会議室 定期 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 127 ㎡

（東棟３階） 床を拭く 4 /月 48 日 127 ㎡

床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 10 /年 10 日 127 ㎡ 月１回(9･3月除く)

床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 127 ㎡ ９月､３月実施

前室 定期 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 29 ㎡

（東棟３階） 床を拭く 4 /月 48 日 29 ㎡

床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 10 /年 10 日 29 ㎡ 月１回(9･3月除く)

床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 29 ㎡ ９月､３月実施

事務室 定期 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 457 ㎡

（東棟２階･西棟２階３階） 床を拭く 4 /月 48 日 457 ㎡

床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 10 /年 10 日 457 ㎡ 月１回(9･3月除く)

床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 457 ㎡ ９月､３月実施

湯沸室 日常 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 床を掃く(除塵) 1 /日 240 日 18 ㎡

（東棟２階３階･西棟２階３階） 床を拭く 1 /日 240 日 18 ㎡

茶殻と紙屑の処理と容器の清掃 1 /日 240 日 4 箇所 湯沸場

流し台と周辺を清掃する 1 /日 240 日 4 箇所 湯沸場

定期 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 10 /年 10 日 18 ㎡ 月１回(9･3月除く)

床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 18 ㎡ ９月､３月実施

給水台帳室 定期 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 21 ㎡

（西棟２階） 床を拭く 4 /月 48 日 21 ㎡

床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 10 /年 10 日 21 ㎡ 月１回(9･3月除く)

床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 21 ㎡ ９月､３月実施

管理室（東棟２階） 定期 帯電防止ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 86 ㎡

検水室 定期 塗膜防水 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 14 ㎡

（東棟２階） 床を拭く 4 /月 48 日 14 ㎡

サーバー室（東棟２階）定期 帯電防止ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 17 ㎡

管理室廊下 定期 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 18 ㎡

（東棟２階） 床を拭く 4 /月 48 日 18 ㎡

床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 10 /年 10 日 18 ㎡ 月１回(9･3月除く)

床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 18 ㎡ ９月､３月実施

CVCF室（東棟４階） 定期 合成樹脂塗 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 40 ㎡

清掃対象場所
清掃
区分

床　材  等 作　業　内　容
清掃面積

及び
数　量

備　　　考



牛田浄水場ほか庁舎清掃業務

作 業

回 数
１年当り
作業日数
（R8）

清掃対象場所
清掃
区分

床　材  等 作　業　内　容
清掃面積

及び
数　量

備　　　考

研修室（西棟１階） 日常 畳
女子休憩室・研修室（東棟３階）

送水ﾎﾟﾝﾌﾟ電気室 定期 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 108 ㎡

（東棟１階） 床を拭く 4 /月 48 日 108 ㎡

床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 10 /年 10 日 108 ㎡ 月１回(9･3月除く)

床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 108 ㎡ ９月､３月実施

本館配電室 定期 合成樹脂塗 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 45 ㎡

(東棟１階） 床を拭く 4 /月 48 日 45 ㎡

床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 10 /年 10 日 45 ㎡ 月１回(9･3月除く)

床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 45 ㎡ ９月､３月実施

テレメータ室 定期 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 115 ㎡

（東棟４階） 床を拭く 4 /月 48 日 115 ㎡

牛田･黄金山送水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 定期 磁器タイル 床を掃く(除塵) 2 /年 2 日 473 ㎡ ９月､３月実施

・階段含む(東棟１階） 床を拭く 2 /年 2 日 473 ㎡ 　　　〃

エレベータ内（東棟） 定期 カーペット 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 1 基

東棟４階ホール 定期 ｺﾝｸﾘｰﾄ 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 103 ㎡

建物外構 定期 アスファルト 拾い掃き 4 /月 48 日 1,183 ㎡

全館ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 定期 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ清掃 1 /年 1 日 397 ㎡ ３月実施
全館ガラス 定期 ガラス ガラス清掃 2 /年 2 日 933 ㎡ ９月､３月実施
マット交換 定期 マット マット交換 1 /月 12 日 10 枚

98 ㎡床を掃く(除塵) 1 /日 240 日



牛田浄水場ほか庁舎清掃業務 別表

水道修理センター

清掃 作 業

清掃対象場所 区分

床材等 作　業　内　容

回 数
１年当り
作業日数
（R8）

備　考

玄関ホール・ 日常 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ 床を掃く(除塵) 1 /2日 120 日 13 ㎡ 開庁日隔日で実施

廊下 床を拭く 1 /2日 120 日 13 ㎡ 開庁日隔日で実施

定期 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ 床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 10 /年 10 日 13 ㎡ 月１回（９・３月除く）

床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 13 ㎡ ９月､３月実施

ホール・ 日常 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ 床を掃く(除塵) 1 /2日 120 日 16 ㎡ 開庁日隔日で実施

廊下(２階) 床を拭く 1 /2日 120 日 16 ㎡ 開庁日隔日で実施

定期 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ 床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 10 /年 10 日 16 ㎡ 月１回（９・３月除く）

床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 16 ㎡ ９月､３月実施

階段 日常 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ 床を掃く(除塵) 1 /2日 120 日 14 段 階段の段数

床を拭く 1 /2日 120 日 14 段 　　　〃

定期 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ 床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 10 /年 10 日 3 ㎡ 月１回（９・３月除く）

床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 3 ㎡ ９月､３月実施

トイレ 日常 磁器タイル 床を掃く(除塵) 1 /日 240 日 20 ㎡

床を拭く 1 /日 240 日 20 ㎡

紙屑･汚物の処理と容器の清掃 1 /日 240 日 1 個 容器の数

衛生陶器を清掃する 1 /日 240 日 7 基 便器の数

洗面台･鏡を清掃する 1 /日 240 日 4 台 洗面台(鏡)の数

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ･石鹸を補充 日 所 （ｾﾝﾀｰで補充）

定期 磁器タイル 床を洗剤洗いする 2 /月 24 日 20 ㎡

壁面を拭く 2 /月 24 日 49 ㎡ 壁面積

扉を拭く 4 /月 48 日 4 枚 扉の数

浴室 日常 洗面台、鏡を清掃する 1 /日 240 日 1 台 洗面台（鏡）の数で算出

ﾊﾞｽﾀﾌﾞ･ｼｬﾜｰ室の清掃 1 /日 240 日 1 基 ﾊﾞｽﾀﾌﾞ･ｼｬﾜｰ室の数で算出

脱衣室 日常 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 床を掃く(除塵) 1 /日 240 日 3 ㎡

床を拭く 1 /日 240 日 3 ㎡

定期 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 10 /年 10 日 3 ㎡ 月１回（９・３月除く）

床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 3 ㎡ ９月､３月実施

湯沸場 日常 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ 床を掃く(除塵) 1 /日 240 日 5 ㎡

（1階・2階） 床を拭く 1 /日 240 日 5 ㎡

定期 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ 床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 10 /年 10 日 5 ㎡ 月１回（９・３月除く）

床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 5 ㎡ ９月､３月実施

修理受付室 定期 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 18 ㎡

床を拭く 4 /月 48 日 18 ㎡

床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 10 /年 10 日 18 ㎡ 月１回（９・３月除く）

床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 18 ㎡ ９月､３月実施

仮眠室 定期 畳 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 13 ㎡

和室 定期 畳 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 29 ㎡

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 6 ㎡

床を拭く 4 /月 48 日 6 ㎡

待機室（1階） 定期 畳 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 9 ㎡

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 12 ㎡

床を掃く 4 /月 48 日 12 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 9 ㎡

待機室（2階） 日常 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ 床を掃く(除塵) 1 /日 240 日 13 ㎡

床を拭く 1 /日 240 日 13 ㎡
定期 畳 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 9 ㎡

塩化ﾋﾞﾆｰﾙ 床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 10 /年 10 日 13 ㎡ 月１回（９・３月除く）

床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 13 ㎡ ９月､３月実施
事務室 定期 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 22 ㎡

床を拭く 4 /月 48 日 22 ㎡
床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 10 /年 10 日 22 ㎡ 月１回（９・３月除く）

床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 22 ㎡ ９月､３月実施
換気扇 定期 換気扇の清掃 2 /年 2 日 7 個 ９月､３月実施
全館ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 定期 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ清掃 1 /年 1 日 12 ㎡

清掃面積
及び
数　量
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本館1･2階ﾌﾛｱｰ 定期 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 床を掃く(除塵) 4 /月 38 日 362 ㎡
R8年度の12､2月は月1回、1月は実施なし
R9年8月～R10年8月は実施なし
R10年9月以降は月4回実施

本館廊下 床を拭く 4 /月 38 日 362 ㎡ 〃

別館1階ﾌﾛｱｰ 床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 9 /年 9 日 362 ㎡
R8年度は月1回（12､1､2月除く）
R9年8月～R10年8月は実施なし
R10年9月以降は月1回実施

別館ｽﾃｰｼﾞ 床を剥離洗浄する 1 /年 1 日 362 ㎡
2月に実施
R9年度のR10年2月は実施なし

カーペット 床を掃く(除塵) 4 /月 38 日 8 ㎡
R8年度の12､2月は月1回、1月は実施なし
R9年8月～R10年8月は実施なし
R10年9月以降は月4回実施

階段 定期 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 床を掃く(除塵) 4 /月 38 日 17 段

各階の階段の段数で算出
R8年度の12､2月は月1回、1月は実施なし
R9年8月～R10年8月は実施なし
R10年9月以降は月4回実施

御影石 床を拭く 4 /月 38 日 17 段 〃

床を表面洗浄(洗浄･ﾜｯｸｽ掛け) 9 /年 9 日 11 ㎡
R8年度は月1回（12､1､2月除く）
R9年8月～R10年8月は実施なし
R10年9月以降は月1回実施

床を剥離洗浄する 1 /年 1 日 11 ㎡
2月実施
R9年度は実施なし

本館トイレ 定期 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 床を掃く(除塵) 4 /月 38 日 25 ㎡

R8年度の12､2月は月1回、1月は実施なし
R9年度は8月～3月が月1回実施
R10年度は4月～8月は月1回実施
R10年9月以降は月4回実施

身障者用トイレ 化粧ｹｲｶﾙ板 床を拭く 4 /月 38 日 25 ㎡

R8年度の12､2月は月1回、1月は実施なし
R9年度8月～3月は月1回実施
R10年度4月～8月は月1回実施
R10年9月以降は月4回実施

ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 紙屑･汚物の処理と容器の清掃 4 /月 38 日 4 個 〃（容器の数）

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 衛生陶器を清掃する 4 /月 38 日 8 基 〃（便器の数）

ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ 洗面台･鏡を清掃する 4 /月 38 日 5 台 〃（洗面台の数）

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ･石鹸を補充 4 /月 38 日 3 所 〃（トイレのか所数）

面台を拭く 4 /月 38 日 2 ㎡ 〃

床を洗剤洗いする 2 /月 20 日 25 ㎡

R8年度の12､2月は月1回、1月は実施なし
R9年度は8月～3月は月1回実施
R10年度は4月～8月は月1回実施
R10年9月以降は月2回実施

壁面を拭く 2 /月 20 日 39 ㎡ 〃（壁面積）

扉を拭く 4 /月 38 日 8 枚

（扉の数）
R8年度の12､2月は月1回、1月は実施なし
R9年度は8月～3月は月1回実施
R10年度は4月～8月は月1回実施
R10年9月以降は月4回実施

本館ｱｸﾘﾙｹｰｽ 定期 アクリル 帯電防止剤をつけて拭く 4 /月 38 日 9 個

（設置個数で算出）
R8年度の12､2月は月1回、1月は実施なし
R9年8月～R10年8月は実施なし
R10年9月以降は月4回実施

ﾓﾆﾀｰ ガラス 4 /月 38 日 3 個
R8年度の12､2月は月1回、1月は実施なし
R9年8月以降実施なし

本館手摺り 木、樹脂 濡れタオル等で拭く 4 /月 38 日 10 個
R8年度の12､2月は月1回、1月は実施なし
R9年8月～R10年8月は実施なし
R10年9月以降は月4回実施

吊下型ｵﾌﾞｼﾞｪ 布 はたき等で除塵する 1 /月 10 日 1 個
（設置個数で算出）
R8年度の12､1月は実施なし
R9年8月以降実施なし

展示用水道管等 鉄 1 /月 10 日 6 個
R8年度の12､1月は実施なし
R9年8月～R10年8月は実施なし
R10年9月以降は月1回実施

展示ｽﾃｰｼﾞ 木 1 /月 10 日 8 個
R8年度の12､1月は実施なし
R9年8月以降実施なし

ﾎﾟｲﾝﾄ解説ﾌﾟﾚｰﾄ 乾いたタオル等で拭く 1 /月 10 日 10 個 〃

ﾊﾟﾈﾙ・壁面ﾊﾟﾈﾙ 1 /月 10 日 23 個 〃

テーブル 4 /月 38 日 9 個
（設置個数で算出）
R8年度の12､2月は月1回、1月は実施なし
R9年8月以降実施なし

ベンチ 4 /月 38 日 5 個 　　　〃

椅子 4 /月 38 日 12 個 　　　〃

本館ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 1 /年 1 日 79 個 2月実施、R9年度2月は実施なし

別館蛍光灯 1 /年 1 日 8 基 〃

換気扇 換気扇の清掃 1 /年 1 日 7 個 〃

建物外構 定期 拾い掃き 2 /月 20 日 1,270 ㎡
R8、9年度の12､2月は月1回、1月は実施なし
R10年度以降は月2回実施

全館ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ清掃 1 /年 1 日 39 ㎡ 2月実施、R9年度2月は実施なし

全館ガラス ガラス ガラス清掃 1 /年 1 日 85 ㎡ 2月実施、R9年度2月は実施なし

ベンチ・テーブル 濡れタオル等で拭く 4 /月 38 日 5 個
R8、9年度の12､2月は月1回、1月は実施なし
R10年度以降は月4回実施

東側外溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 溝の清掃 4 /年 4 日 12.14 ㎡ 5､10､11､12月実施

マット交換 定期 マット マット交換 1 /月 10 日 2 枚
R8年度の12､1月は実施なし
R9年8月～R10年8月は実施なし
R10年9月以降は月1回実施
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